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【ごみ処理実施計画】 

１ 一般廃棄物（ごみ）処理について 

平成１７年１０月１日と平成１９年１０月１日に、市町村合併を行ったが、ごみ

処理方法（指定袋の料金、地域区分、ごみの区分、ごみの収集日、ごみの直接搬入

等）については、当面、旧市町村の方法を新市に引き継ぎ、ごみ処理施設の統廃合

に併せて統一することとした。 

 

ごみ処理施設の統廃合については、統合先となる佐賀市清掃工場の地元自治会と

協議を重ねながら、以下のとおり順次実施していった。 

 

時期 内容 

平成２２年４月１日 天山地区共同塵芥処理場の閉鎖に伴い、久保田町の区域か

ら排出されるごみを佐賀市清掃工場で処理 

平成２５年４月１日 クリーンセンター大和及び富士クリーンセンターの廃止に

伴い、大和町及び富士町の区域から排出されるごみを佐賀

市清掃工場で処理 

平成２６年４月１日 川副・東与賀清掃センターの廃止に伴い、川副町及び東与

賀町の区域から排出されるごみを佐賀市清掃工場で処理 

 

なお、諸富町及び三瀬地区の区域から排出されるごみは、引き続き、脊振広域ク

リーンセンターで処理しており、平成２６年４月１日からは、佐賀市のごみを処理

する施設は、佐賀市清掃工場、脊振広域クリーンセンターの２つの施設となった。 

 

また、直接搬入ごみの受入については、ごみ排出時の利便性向上を図るため、平

成２５年１０月１日から、諸富町の区域から排出されるごみは佐賀市清掃工場でも

受け入れており、大和町及び富士町の区域から排出される家庭ごみは、脊振広域ク

リーンセンターでも受け入れている。 

更には、平成２６年４月１日からは、廃止した川副・東与賀清掃センターを佐賀

市清掃工場の中継所（佐賀市清掃工場南部中継所）と位置付け、佐賀市清掃工場と

ともに、佐賀市全域のごみを受け入れている。 

これにより、平成２６年４月１日からの、佐賀市の直接搬入ごみの受入施設と搬

入可能な地区は、以下のとおりとなった。 

 

施設名 搬入可能な地区 

佐賀市清掃工場及び佐賀市清掃工場南部

中継所 

佐賀市全域 

（ただし、佐賀市清掃工場南部中継所

は、事業系ごみの搬入に規制あり。） 

脊振広域クリーンセンター 諸富町、三瀬地区、大和町、富士町 

（ただし、大和町、富士町は家庭ごみに

限る。） 
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２ 一般廃棄物の排出状況 

(1) 計画区域の状況 

（平成３０年度は９月３０日現在、平成３１年度は９月３０日の推計） 

区  分 区 域 

人口 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

面積 

（km2） 

計画 

区域 

平成３０年度実績 

佐賀地区 １６２，７３８ ７３，００４ １０３.７６ 

諸富町 １０，４７８ ４，１３０ １２.０２ 

大和町 ２２，８９５ ９，１０５ ５５.４２ 

富士町 ３，７１７ １，４７４ １４３.２５ 

三瀬地区 １，２８０ ４９２ ４０.７０ 

川副町 １６，１７９ ６，０４４ ４６.４９ 

東与賀町 ８，３０１ ２，８９４ １５.３９ 

久保田町 ７，８５７ ２，８９６ １４.３９ 

計 ２３３，４４５ １００，０３９ ４３１.４２ 

平成３１年度計画 

佐賀地区 １６２，５１３ ７３，５７９ １０３.７６ 

諸富町 １０，２９２ ４，１２９ １２.０２ 

大和町 ２３，１３８ ９，３４６ ５５.４２ 

富士町 ３，６１９ １，４６１ １４３.２５ 

三瀬地区 １，２４９ ５０５ ４０.７０ 

川副町 １６，００７ ６，１０４ ４６.４９ 

東与賀町 ８，１６７ ２，８９８ １５.３９ 

久保田町 ７，７０８ ２，８８０ １４.３９ 

計 ２３２，６９３ １００，９０２ ４３１.４２ 

(2) 一般廃棄物の区分 

（市又は一部事務組合の処理施設で処理できるもの） 

ア 佐賀市清掃工場 

区   分 内     容 

燃えるごみ 

・一般家庭から排出される生ごみ、木くず、廃プラスチ

ック及び再生不可能な紙くず並びにこれらと質的に同

等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

燃えないごみ 

・一般家庭から排出される金属類、陶磁器、ガラス製品

及び小型電化製品並びにこれらと質的に同等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

資源物 

・一般家庭から排出されるビン・缶類、紙・布類及びペ

ットボトル 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

蛍光管・水銀体

温計等 
・一般家庭から排出される蛍光管及び水銀体温計 

粗大ごみ 

・一般家庭から排出されるもので市が指定する指定袋に

入らない大きさの大型家具、寝具、電化製品及び自転

車並びにこれらと質的に同等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から
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排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

動物の死体 
・犬、猫及びこれらに類する小動物の死体。ただし、畜

産業から排出される死体（産業廃棄物）を除く。 

イ 脊振広域クリーンセンター 

区   分 内     容 

燃えるごみ 

・一般家庭から排出される生ごみ、木くず、廃プラスチ

ック及び再生不可能な紙くず並びにこれらと質的に同

等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

燃えないごみ 

・一般家庭から排出される金属類、陶磁器、ガラス製品

及び小型電化製品並びにこれらと質的に同等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

資源物 

・一般家庭から排出されるビン、缶、紙パック、トレ

イ、ペットボトル、新聞広告、雑誌及びダンボール 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

有害ごみ 
・一般家庭から排出される蛍光管・電球、乾電池等及び

水銀体温計 

粗大ごみ 

・一般家庭から排出されるもので市が指定する指定袋に

入らない大きさの大型家具、寝具、電化製品及び自転

車並びにこれらと質的に同等なもの 

・事業活動から排出される一般廃棄物で、一般家庭から

排出されるものの処理に支障のない質及び量のもの 

動物の死体 
・犬、猫及びこれらに類する小動物の死体。ただし、畜

産業から排出される死体（産業廃棄物）を除く。 

 

(3) 一般廃棄物の区分 

（市又は一部事務組合の処理施設で処分できないもの） 

市又は一部事務組合の処理施設で処分できない処理困難物については、排出者

が自ら各品目の販売店や取扱店等に依頼して処理してもらう。 

また、排出禁止物については、資源有効利用促進法やメーカー等で指定された

再生の方法に従って適正に処理しなければならない。 

特別管理一般廃棄物については、品目に応じて国（環境大臣）の定める処分又

は再生の方法に従って適正に処理しなければならない。 

産業廃棄物については、産業廃棄物の処理業者に依頼して適正に処理しなけれ

ばならない。 

ア 佐賀市清掃工場  

区   分 内     容 

処理困難物 

有害性のあるもの 

危険性のあるもの 

著しく悪臭を発するもの 

ガスボンベ類、石油類、火薬

類、農薬、塗料、バッテリ

ー、ニカド・ボタン型電池、

工業薬品等 
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その他の適正処理が困難

なもの 

タイヤ、自動車、消火器、薬

品類、建築廃材、塩化ビニー

ル製品、木の根、土砂類等 

排出禁止物 

一般廃棄物のうち、再生

資源の利用促進を図るた

め、再生利用の必要が認

められるもの 

パーソナルコンピュータ 

家電４品目（テレビ、エアコ

ン、洗濯機、冷蔵庫等） 

特別管理一般廃

棄物 

一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の

健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状

を有するものとして政令で定めるもの 

産業廃棄物 

事業活動から排出される燃え殻、廃油、廃アルカリ、廃

プラスチック類等その他法令で定めるもの。ただし、市

長が搬入を認めるものを除く。 

イ 脊振広域クリーンセンター 

区   分 内     容 

処理困難物 

有害性のあるもの 

危険性のあるもの 

著しく悪臭を発するもの 

ガスボンベ類、石油類、火薬

類、農薬、塗料、バッテリ

ー、工業薬品等 

その他の適正処理が困難

なもの 

タイヤ、自動車、消火器、薬

品類、建築廃材、健康器具

類、土砂類等 

排出禁止物 

一般廃棄物のうち、再生資

源の有効利用・利用促進を

図るため、再生利用の必要

が認められるもの 

パーソナルコンピュータ 

家電４品目（テレビ、エアコ

ン、洗濯機、冷蔵庫等） 

特別管理一般廃

棄物 

一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の

健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状

を有するものとして政令で定めるもの 

産業廃棄物 
事業活動から排出される燃え殻、廃油、廃アルカリ、廃

プラスチック類等その他法令で定めるもの 

 

4) 一般廃棄物発生量の見込み 

ア 佐賀市（諸富町、三瀬地区を除く）          （単位：トン） 

区   分 平成３１年度計画量 搬入施設 

燃えるごみ 
家庭系ごみ ４０，６９０ 

佐賀市清掃工場 

（ただし、資源

物（ビン・缶）

は一部㈱佐賀資

源 化 セ ン タ ー

へ、また、大和

町及び富士町の

家庭系ごみの一

部は脊振広域ク

リーンセンター

搬入分あり） 

事業系ごみ ２８，０９０ 

燃えないごみ 
家庭系ごみ ２，２０１ 

事業系ごみ ３０ 

資源物 
家庭系ごみ ４，６４７ 

事業系ごみ １８５ 

蛍光管・体

温計 
家庭系ごみ ６ 

粗大ごみ 
家庭系ごみ ２，３２３ 

事業系ごみ ４６１ 

計 

家庭系ごみ ４９，８６７  

事業系ごみ ２８，７６６ 

合   計 ７８，６３３ 
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イ 諸富町及び三瀬地区                  （単位：トン） 

区   分 平成３１年度計画量 搬入施設 

燃えるごみ 
家庭系ごみ ２，０２０ 

脊振広域クリー

ンセンター（直

接搬入分の一部

及び事業系ごみ

の許可業者搬入

分の一部は佐賀

市清掃工場へ搬

入） 

事業系ごみ １５７ 

燃えないごみ 
家庭系ごみ １４２ 

事業系ごみ １  

資源物 
家庭系ごみ ６６ 

事業系ごみ １  

有害ごみ 
家庭系ごみ ３  

事業系ごみ ０  

粗大ごみ 
家庭系ごみ ２７ 

事業系ごみ ２  

計 

家庭系ごみ ２，２５８  

事業系ごみ １６１ 

合   計 ２，４１９ 

 

３ 一般廃棄物の処理主体及び処理形態 

(1) 処理主体 

ア 佐賀市（諸富町、三瀬地区を除く） 

区   分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

家庭系ごみ 佐賀市、委託 佐賀市、委託 佐賀市 

事業系ごみ 
事業主 

（許可業者） 
佐賀市、委託 佐賀市 

イ 諸富町、三瀬地区 

区   分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

家庭系ごみ 組合、委託 組合、委託 組合、委託 

事業系ごみ 
事業主 

(許可業者) 
組合、委託 組合、委託 

 

(2) 処理形態（中間処理及び最終処分） 

ア 佐賀市（諸富町、三瀬地区を除く） 

区   分 
処  理  方  法 

備   考 
中間処理 最終処分 

燃えるごみ 直営 直営 焼却後、資源化又は埋立て 

燃えないごみ 委託 直営 
選別後、破砕、資源化又は

埋立て 

資源物 直営、委託 直営 
選別後、資源化、焼却又は

埋立て 

蛍光管・体温

計 
委託 委託 

ジェイ･リライツ株式会社

（北九州市）で資源化 

粗大ごみ 直営 直営 
破砕後、資源化、焼却又は

埋立て 
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イ 諸富町及び三瀬地区 

区   分 
処  理  方  法 

備   考 
中間処理 最終処分 

燃えるごみ 組合直営 
 組合直営、 

組合委託 
焼却後、資源化 

燃えないごみ 
 組合直営、 

組合委託 

 組合直営、 

組合委託 
選別後、破砕又は資源化 

資源物 
 組合直営、 

組合委託 

 組合直営、 

組合委託 
選別後、資源化又は焼却 

有害ごみ 
 組合直営、 

組合委託 

 組合直営、 

組合委託 

選別後、乾電池は、ＪＦＥ

条鋼株式会社（岡山県倉敷

市）、蛍光管は、ジェイ･

リライツ株式会社（北九州

市）で資源化 

粗大ごみ 
 組合直営、 

組合委託 

 組合直営、 

組合委託 
破砕後、資源化又は焼却 

 

４  処理計画 

(1) ごみの排出抑制・再資源化計画 

ア 排出抑制等の方法 

ごみの排出抑制及び再資源化を図るために市民、事業者及び行政が以下の方

策に取り組む。 

《市  民》 

１ 製品購入の際は計画的購入を実践し、過剰購入や使い捨て製品の購入を

控える。 

２ 詰め替え製品や簡易包装等のごみの排出量を抑える製品の選択を行う。 

３ 長期耐久性製品の選択により、ごみ排出回数の減少に努める。 

４ 家庭版３０１０運動として設定した「もったいないデー（毎月３０日と

１０日）」の実践を始め、普段から、家庭から出る食品ロス削減に努める。 

５ 宴会時に３０１０運動を実践するなど、宴会場から出る食品ロス削減に

協力する。 

６ 買物袋の持参に努め、レジ袋の排出削減に協力する。 

７ 生ごみコンポスト容器を利用し自家処理する等、ごみの減量に努める。 

８ 資源物の集団回収やスーパー等での食品トレイ回収等に積極的に参加し、

ごみの減量に努める。 

９ 中古品・再生品及び環境配慮型製品の購入に努めるとともに、ごみとな

るものの再利用、再使用等に努める。 

10 本市が行う『廃食用油リサイクル事業』及び『剪定枝リサイクル事業』

に積極的に参加し、有効利用を図る。 

11 ごみの分別を徹底し、ごみの減量及び資源の有効利用を図るとともに、

分別収集や有料指定袋制度等の本市が取り組む施策に協力する。 
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《事業者》 

１ 使い捨て製品の製造、販売及び過剰包装の自粛や見直し等、ごみの減量

に努める。 

２ ごみの出ない、又は少量のごみしか発生しない商品の製造及び販売に努

める。 

３ 飲食店、結婚式場などでの食べ残し削減のため、３０１０運動をはじめ

とした「佐賀市もったいないプロジェクト」を推進する。 

４ 生ごみ処理機等の利用を図り、ごみの減量に努める。 

５ 事業所から排出されるごみに関して、ごみ減量に関するマニュアル又は

ごみ減量化計画書の作成、環境 ISO やエコアクション２１の取得などを積

極的に実践する。 

６ 中古品・再生品及び環境配慮型製品の購入に努めるとともに、ごみとな

るものの再利用、再使用等に努める。 

７ コピー用紙等は、両面の使用やメモ用紙に使用する等、有効利用を図る。 

８ 製造、販売等の事業から生じるごみの再使用及び再生利用に努める。 

９ シュレッダー紙等難古紙の資源化に努める。 

10 ごみの分別を徹底し、ごみの減量及び資源の有効利用を図るとともに、

使用するごみ袋は透明又は半透明のものを使う。 

11 ごみ減量に取り組む事業者に、取組内容を宣言してもらう「佐賀市３Ｒ

推進パートナー」又は「食品ロスゼロ推進店」に登録し、事業所内のごみ

減量の周知徹底を図る。 

《行  政》 

１ 食品ロスゼロ推進店制度や宴会時の３０１０運動を促進し、及び家庭版

３０１０運動の普及を目指し、「もったいないプロジェクト」を展開する。 

２ 市民及び事業者に対し、買い物袋持参運動、使い捨て製品・過剰包装の

自粛や見直しの普及啓発に努め、ごみの発生抑制を推進する。 

３ 環境学習施設である佐賀市エコプラザにおいて、３Ｒの推進、地球温暖

化対策、自然環境の保全及びバイオマス産業都市構想等に関する情報発信

に努め、環境教育を推進する。 

４ ごみ処理料金の適正化を図り、ごみの排出抑制を推進する。 

５ 一般家庭に対する生ごみ堆肥化容器購入補助を行い、ごみの減量を図る。 

６ ごみステーションの維持管理活動や資源物回収団体の活動を積極的に呼

びかけ、ごみの分別や資源の有効利用を促進する。 

７ 多量排出事業者に対してごみ減量化計画書の提出を求める。また、事業

所訪問やごみ減量化研修会を実施することにより、３Ｒに関する情報提供

や具体的手法の提案に努める。 

８ 中古品・再生品及び環境配慮型製品の使用、グリーン購入の実施、また、

再生品・環境配慮型製品の取扱店の公表等を実施し、普及啓発に努める。 
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９ 家電リサイクル法及び資源有効利用促進法の円滑な実施のため、住民と

小売業者への啓発を実施する。 

10 循環型社会の確立に向け、佐賀市リサイクル工場での有効資源の回収を

促進するとともに、再生品の利用・普及のための施策を積極的に実施する。 

11 地域循環による事業系食品廃棄物のリサイクルルートを構築するため

に、食品リサイクル業の創業を目指す公募事業者に委託し、堆肥化等の

実証試験を行うとともに、創業に向けた支援を行う。 

12 ごみの分別収集の更なる徹底及び指定袋制度の円滑な運用を図る。 

13 ごみに対する意識の高揚を図るため、市民全般に対する広報紙のごみ特

集号、事業者向けパンフレット、ごみカレンダー・分別表、環境教育の一

環とした小学４年生向け副読本等の作成配布等、積極的に広報・啓発活動

を行う。 

14 ごみ減量や資源化に積極的に取り組む事業者及び市民の活動内容等を広

報する。 

イ 再資源化の方法及び量 

資源物、燃えないごみ及び粗大ごみの中から資源化できる紙類や金属類などを

選別し資源化を図るとともに、焼却灰、溶融スラグ、廃食用油、剪定枝や草木

類の資源化を推進する。また、食品廃棄物の資源化に向けた実証実験を行う。 

(ｱ)佐賀市清掃工場（諸富町、三瀬地区を除く）      （単位：トン） 

区   分 方     法 平成３１年度計画量 

新聞・チラシ 
選別・保管後、再生業者等に引き

渡す。 

１，１９０ 

雑誌・包装紙・

その他紙類 １，０８２ 

ダンボール 

 

５４４ 

布類 ３１５ 

飲料用紙パック ８ 

金属類 ８５７ 

缶類 ３４３ 

ビン類 選別・保管後、指定法人等に引き

渡す。 

１，１３６ 

ペットボトル ４４１ 

焼却灰 
選別・保管後、再生業者等に引き

渡す。 
５，４１２ 

廃食用油 

バイオディーゼル燃料を精製し、

ごみ収集車・市営バス等の燃料に

利用する。 

４６ 

剪定枝 チップを市民へ無償で提供する。 ６ 

事業系食品廃棄

物(一般廃棄物) 

公募事業者に委託し、堆肥化によ

る実証実験を行う。 
２１ 

計 １１，４０１ 

※缶類、ビン類は、㈱佐賀資源化センターで処理。 

   ※大和町及び富士町の家庭系ごみの一部は脊振広域クリーンセンターへの搬入
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あり。 

(ｲ) 脊振広域クリーンセンター（諸富町及び三瀬地区）   （単位：トン） 

区   分 方     法 平成３１年度計画量 

紙類 選別・保管後、再生業者等に引き

渡す。 

５０ 

金属類 ２９ 

ガラス類 選別・保管後、指定法人等に引き

渡す。 

５１ 

ペットボトル １５ 

溶融スラグ 選別・保管後、再生業者等に引き

渡す。 

３４５ 

その他 ８３ 

計 ５７３ 

    ※直接搬入分の一部及び事業系ごみの許可業者搬入分の一部は、佐賀市清掃

工場への搬入あり。 

ウ 資源物回収団体奨励 

平成８年度から回収量に応じた奨励金交付制度を実施している。 

近年、集団回収実施団体の担い手不足や民間回収業者の戸別訪問回収の活発

化等により集団回収量が減少傾向にある。近年の回収量実績を考慮して、平成

３１年度計画量は１，３００トンを目標とする。 

エ 佐賀市廃食用油回収事業 

廃食用油の再資源化を推進するために、スーパー等の小売店舗及び市の公共

施設等に廃食用油回収ボックスを設置し、主に一般家庭から排出される廃食用

油の回収を行うとともに、市立小中学校の学校給食、飲食店や食品事業者等か

ら排出される廃食用油についても回収を行う。 

平成３１年度の回収計画量は、１２５，０００リットルを目標とする。 

オ 小型家電リサイクルの推進 

レアメタル等含有量が多い小型家電から有用金属を取り出し再生利用すること

は、資源の確保と天然資源の消費の抑制に資するため、市の施設に持ち込まれた

燃えないごみの中から小型家電をピックアップ回収し、有用金属の再資源化を推

進する。 

また、東京２０２０組織委員会が主催した「都市鉱山からつくる！みんなのメ

ダルプロジェクト」は終了したが、市民への意識啓発とリサイクル率の向上を目

指し、携帯電話、スマートフォン、小型のデジタルカメラを対象としたボックス

回収事業を継続実施する。 

 (2) 収集・運搬計画 

ア 収集・運搬量（各ごみ処理施設への直接搬入量は含まない。） 

(ｱ) 佐賀市（諸富町、三瀬地区を除く）         （単位：トン） 

区      分 収集方法 平成３１年度計画量 

家庭系ごみ 
直 営        ９，７６３ 

委     託 ３６，０６０ 
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事業系ごみ 許 可 業 者 ２０，２４７ 

計 ６６，０７０ 

(ｲ) 諸富町及び三瀬地区                （単位：トン） 

区      分 収集方法 平成３１年度計画量 

家庭系ごみ 組 合 委 託 ２，２５５ 

事業系ごみ 許可業者 １２９ 

計 ２，３８４ 

イ 家庭系ごみ 

(ｱ) 佐賀市（諸富町、三瀬地区を除く） 

区  分 
収 集 方 法 

備 考 
主体 方式 形態 回数 

燃えるごみ 

佐賀市 

（直営・

委託） 

ステーショ

ン 
定期 週２回 

指 定 袋

制 

燃えないごみ 
佐賀市 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 

指 定 袋

制 

資源物 

（ビン・缶） 

（ペットボト

ル） 

佐賀市 

(直営・

委託) 

ステーショ

ン 
定期 月２回 

指 定 袋

制 

資源物 

（紙・布類） 

佐賀市 

（直営・

委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 - 

蛍光管・体温

計 

佐賀市 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 - 

粗大ごみ 
佐賀市 

（委託） 
戸別 

定期 月１回 
ス テ ッ

カー 

臨時 随時 - 

(ｲ) 諸富町及び三瀬地区 

区  分 
収 集 方 法 

備考 
主体 方式 形態 回数 

燃えるごみ 
組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 週２回 

指 定 袋

制 

燃えないごみ 
組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 

指 定 袋

制 

資源物 

（ビン、缶） 

組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 

指 定 袋

制 

資源物（トレ

イ、ペットボ

トル） 

組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月１回 

指 定 袋

制 

資源物 

（紙パック、

新聞・広告、

雑誌、ダンボ

ール） 

組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月１回 - 

有害ごみ 
組合 

（委託） 

ステーショ

ン 
定期 月２回 - 
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粗大ごみ 
組合 

（委託） 
戸別 

定期 月１回 
ス テ ッ

カー 

臨時 随時 - 

ウ 動物の死体 

佐賀市全域 

区  分 
収 集 方 法 

備考 
主体 方式 形態 回数 

動物の死体 市民 － 自己搬入 － － 

エ 事業系ごみ 

佐賀市全域 

区  分 
収 集 方 法 

備考 
主体 方式 形態 回数 

事業系ごみ 
事業主 

（許可業者） 
－ 自己搬入 － － 

オ 一般廃棄物（ごみ）処理業許可業者の状況 

平成２９年度、直営収集は車両台数１７台、市施設への搬入は１６，４２７

トンであったのに対し、一般廃棄物（ごみ）収集運搬業許可業者（４４業者）

の許可車両は２１８台、市施設等への搬入量は２２，９６７トンであった。 

なお、直営収集車両１台当たりの収集運搬可能量は、２．８５トン/回、許可

業者車両１台当たりの収集運搬可能量は、２．５４トン/回であり、一般廃棄物

収集運搬許可業者の能力は、収集体制等を考慮しても、以下のとおり、明らか

に過剰な状態となっている。 

区   分 収集対象 
保有車両 

（台） 

収集量 

（トン） 

収集量 

（トン／

台・年） 

収集量 

（トン／

台・日） 

直営 家庭系ごみ １７ １６，４２７ ９６６ ３.３９ 

許可業者 事業系ごみ ２１８ ２２，９６７ １０５ ０.３７ 

   ※ 稼働日は２８５日として算出 

カ 既存の許可業者への対応 

現在、本市の許可業者は、市内約２，５００事業所（平成３１年３月末日時

点における許可業者の申告による）からのごみを市の施設等に搬入している。 

これら業者間の搬入実績や収集・運搬を行う顧客（契約事業所）数には格差

が大きい。 

したがって、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者に対し、市の施設へ

の搬入量が少量で、かつ、搬入回数が少ない業者等については、許可内容（車

両数等）を搬入量に応じた能力に見直す等、適正な収集及び運搬の実施がなさ

れるよう指導を行う。 

また、佐賀市清掃工場では、搬入ごみのダンピング検査の強化（時間帯、曜
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日の検討）を実施し、区域外ごみの搬入防止や産業廃棄物の混入防止等の徹底

を図る。 

キ 一般廃棄物収集運搬業の許可について 

新規での許可、いわゆる新規参入者への許可は、事業系一般廃棄物の収集及

び運搬が、既存の許可業者の能力（業者数、許可車両の能力等）で十分対応で

きるものであり、現状で、新規の許可を与えることは、業者間の更なる過当競

争を招き、廃棄物の不適切な搬入（分別の不徹底等）を引き起こす等、本計画

に定める処理に支障をきたす可能性が高いことから、今後も引き続き見合わせ

る。 

ク 許可車両の増車について 

市内の事業所から排出されるごみの量は、既存の許可業者が現在所有する能

力（車両保有台数等）にて十分対応できるものであり、原則、増車は認めない。 

ただし、特段の事情等ある場合は、そのときの状況で判断する。 

ケ 在宅医療廃棄物の適正処理について 

 近年、在宅医療の進展に伴い一般家庭からも点滴パックや注射針等の在宅医

療廃棄物の排出量が増加しており、これらの在宅医療廃棄物の処理には、患者

のプライバシーと作業員の安全に配慮した回収と処理の確保が必要となってい

る。このことから、在宅医療廃棄物の処理に当たっては、佐賀市医師会や薬剤

師会等の医療機関等の協力のもと、注射針等針の付いたものについては医療機

関又は薬局での回収とし、それ以外は市で収集を行い適正に処理する。 

(3) 中間処理計画 

ア 処理施設の概要 

(ｱ) 市の処理施設 

ａ 名  称 佐賀市清掃工場 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 燃えるごみ及び可燃粗大ごみ（燃えるもの） 

燃焼方式 全連続ストーカ式焼却 

処理能力  ３００トン／日（１００トン／２４ｈ×３系列） 

破砕機能力 ７トン／日（投入箱･･･幅１.６ｍ、高さ１.０ｍ、長さ 

３.２ｍ） 

処理計画量 ７３，１３６トン 

ｂ 名  称 佐賀市リサイクル工場内不燃ごみ選別ライン、不燃性粗大ご

み破砕機及び不燃金属圧縮機 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 燃えないごみ及び粗大ごみ（燃えないもの）でスチール系粗

大ごみでないもの 

処理能力 １３トン／日 

処理計画量 ２，３６５トン 
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c 名  称 佐賀市リサイクル工場内粗大金属圧縮機 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 粗大ごみ（燃えないもの）でスチール系粗大ごみ 

処理能力 １．２トン／日 

処理計画量 １０１トン 

d 名  称 佐賀市リサイクル工場内ペットボトル減容梱包機 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 ペットボトル 

処理内容 選別、圧縮減容及び梱包、保管 

処理能力 ２トン／日 

処理計画量 ５３７トン 

e 名  称 佐賀市リサイクル工場内資源物ストックヤード 

佐賀市リサイクル工場内紙類梱包機 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 紙・布類 

処理内容 選別、保管及び梱包 

処理計画量 ３，４０９トン 

f 名  称 佐賀市リサイクル工場内廃食用油再生プラント 

所 在 地 佐賀市高木瀬町大字長瀬２３６９番地 

処理品目 廃食用油 

処理能力 １，６００リットル／日 

処理計画量 １２５，０００リットル 

(ｲ) 一部事務組合の処理施設 

ａ 名  称 脊振広域クリーンセンター内ごみ焼却処理施設 

所 在 地 神埼市脊振町鹿路３３６２番地１ 

処理品目 燃えるごみ及び粗大ごみ（燃えるもの） 

燃焼方式 全連続ストーカ式焼却 

処理能力 １１１トン／日（５５．５トン／２４ｈ×２炉） 

灰溶融設備 焼却炉直結溶融方式 

１８．９トン／日（９．４５トン／２４ｈ×２炉） 

ｂ 名  称 脊振広域クリーンセンター内粗大ごみ処理施設 

所 在 地 神埼市脊振町鹿路３３６２番地１ 

処理品目 鉄類・アルミ類・可燃物・不燃物 

処理方式 衝撃せん断回転式、二軸せん断式 

処理能力 ２５トン／日 

イ 関連施設の概要 

名  称 株式会社佐賀資源化センター（第３セクター方式による法人） 

所 在 地 佐賀市嘉瀬町大字十五２７２４番地１ 
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処理品目 ビン・缶類 

処理内容 選別、圧縮減容、保管 

処理能力 ２０トン／５ｈ 

処理計画量 ２，１７９トン 

ウ 廃食用油の処理 

一般家庭等や事業者から排出される廃食用油を回収し、廃食用油再生プラン

トにおいて、軽油の代替燃料となるバイオディーゼル燃料として再生する事業

を実施する。 

なお、現在のバイオディーゼル燃料を使用できる車両は、燃料の品質の問題

から、平成１５年式以前の旧型車両に限られており、利用車両が減少していく

状況にある。このことから、既存事業と併行して、新型車両に適応した高品質

バイオディーゼル燃料を精製する装置への更新事業も実施する。 

エ 剪定枝等の処理 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正による、野外焼却の禁止に伴い、

剪定枝や草木等の資源化を推進し、残ったものは市の施設で焼却する。 

なお、これらを資源化する施設については、佐賀市清掃工場、佐賀市清掃工

場南部中継所におけるチップ化施設と併せて民間事業者の活用を図る。   

そこで、佐賀市が焼却処分している事業系を主体とした一時的に多量に排出

される剪定枝や草木等の処分に限り、その主旨が環境基本計画に沿ったもので

あり、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第２条の４（一般廃

棄物処分業の許可の基準）に適合するものについては、一般廃棄物処分業の許

可をすることとする。  

また、災害に伴い発生した一般廃棄物を処理する際に必要と認められるもの

については状況に応じて処分業の許可（臨時的許可を含む）を検討する。  

(ｱ) 民間の施設  

a 名  称 株式会社西村土木建設  

所  在  地 佐賀市川副町大字南里１４９３番  

処理品目 一般廃棄物（草、木くず） 

処理方法 破砕 

処理能力 ４．３１トン／日  

b 名  称 佐賀衛研株式会社  

所  在  地 佐賀市鍋島町大字蛎久２８６番１ 

処理品目 一般廃棄物（木くず）  

処理方法 破砕 

処理能力 ３８．７トン／日 

c 名  称 株式会社佐賀クリーン環境  

所  在  地 佐賀市富士町大字上熊川６９０番４８ 

処理品目 一般廃棄物（木くず）  
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処理方法 破砕 

処理能力 ４．５６トン／日  

オ 焼却残渣の資源化（佐賀市清掃工場分） 

燃えるごみの焼却残渣は、溶融処理し、溶融スラグやメタルとして資源化し

ていたが、灰溶融設備は平成２７年９月末に休止し、セメントの原料として資

源化することとした。これにより、最終処分場の埋立量を大きく削減する。 

4) 中継基地 

ア 名称 佐賀市清掃工場南部中継所 

イ 所在地 佐賀市川副町大字犬井道５７２７番地 

ウ 機能 主に家庭系ごみを受け入れ、一時的に仮置きした後、中間処理施設へ

収集運搬する。また、許可業者による搬入は認めず、多量の事業系ごみ

の搬入を規制する。 

(5) 最終処分計画 

ア 最終処分場の概要 

(ｱ) 市の処理施設 

名  称 佐賀市一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 佐賀市嘉瀬町大字十五新地籠内 

埋立開始 昭和５６年１０月 

埋立地面積 １４６，４００平方メートル（第１工区～第３工区） 

全埋立容量 ４５０，９００立方メートル（第１工区～第３工区） 

埋立方法 セル方式 

浸出水処理能力 ２００立方メートル／日 

浸出水処理方式 沈砂池＋流入調整槽＋生物処理＋物理処理＋消毒 

埋立計画（平成２９年３月３１日現在） 

全埋立容量 ４５０，９００立方メートル 

埋立処分量 ３４１，１３４立方メートル 

残余容量  １０９，７６６立方メートル 

年間埋立処分量（覆土を含む。） ３，０５２トン（焼却残渣不燃等） 

年間埋立容量（覆土を含む。）  ２，９１６立方メートル 

(ｲ) 一部事務組合の処理施設 

名  称 脊振広域クリーンセンター内埋立処分地施設 

所 在 地 神埼市脊振町鹿路３３６２番地１ 

埋立開始  平成９年１月 

埋立地面積 １１，０００平方メートル 

全埋立容量 １００，０００立方メートル 

埋立方法  セル方式 

浸出水処理能力 ６０立方メートル／日 

浸出水処理方式 生物処理、脱窒処理、擬集沈殿、砂ろ過、キレート吸着、
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活性炭吸着、塩素減菌 

埋立計画（平成２９年３月３１日現在） 

全埋立容量 １００，０００立方メートル 

埋立処分量  ２１，８４３立方メートル 

残余容量   ７８，１５７立方メートル 

年間埋立処分量（覆土を含む。） ０トン 

年間埋立容量（覆土を含む。）  ０立方メートル 

年間掘起量  １，９４２トン 

年間掘起容量 １，５５４立方メートル 

※平成２０年以前に埋立てたものを掘り起こし、灰溶融施設へ投入する。  
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【生活排水処理実施計画】 

１ 生活排水の排出状況及び処理主体 

 本市における生活排水の処理主体別人口を推計し、処理体制を確保する。 

区分 人口（人） 種類 

1 水洗化・生活雑排水処理人口 

 (1) 公共下水道 
（特定環境保全公共下水道含む） 192,451 

生活排水 

（し尿・生活雑排水） 

(2) 合併処理浄化槽 
15,547 

生活排水 

（し尿・生活雑排水） 

 (3) 農業集落排水 
7,024 

生活排水 

（し尿・生活雑排水） 

2 水洗化・生活雑排水未処理人口 

 (1) 単独処理浄化槽 
5,074 

し尿 

3 非水洗化人口 

 (1) し尿 
27,380 

し尿 

  ※公共下水道及び農業集落排水の人口は処理区域内の人口であり、接続人口では

ない。 

 

２ 一般廃棄物（し尿）処理について 

 本市の区域において排出されるし尿及び浄化槽汚泥等の処理方法（収集運搬区域、

処理等）については、次の表に掲げる区域の区分に応じ、それぞれの処理施設にお

いて行う。 

区     域 処 理 施 設 

佐賀地区、諸富町、 

富士町、川副町、東与賀町 

佐賀市衛生センター 

※脱水汚泥は委託処理施設 

大和町、久保田町 

クリーンセンター天山 

（以下「天山」という。） 

※脱水汚泥は委託処理施設 

三瀬地区 
三神地区汚泥再生処理センター 

（以下「三神」という。） 

 

３ 一般廃棄物発生量の見込み 

ア 佐賀地区、諸富町、富士町、川副町及び東与賀町 

区 分 平成３１年計画量 搬 入 施 設 

し 尿 １７，５２０ ｋℓ 

佐賀市衛生センター 浄化槽汚泥 １５，３００ ｋℓ 

農集排汚泥 ８３０ ｋℓ 
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農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
８９ t 委託処理施設 

イ 大和町及び久保田町 

区 分 平成３１年計画量 搬 入 施 設 

し 尿 ５，３６０ ｋℓ 

クリーンセンター天山 浄化槽汚泥 ７，４６０ ｋℓ 

農集排汚泥 ４５０ ｋℓ 

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
９１ t 委託処理施設 

ウ 三瀬地区 

区 分 平成３１年計画量 搬 入 施 設 

し 尿 ５４０ ｋℓ 

三神地区汚泥再生センター 

浄化槽汚泥 １，２４０ ｋℓ 

 

４ 一般廃棄物の処理主体及び処理形態 

(1) 処理主体 

ア 佐賀地区、諸富町、富士町、川副町及び東与賀町 

区 分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し   尿 市（委託・許可） 市 市 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 市 市 

農集排汚泥 市（委託） 市 市 

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
市（委託） 市（委託） 市（委託） 

イ 大和町及び久保田町 

区 分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し   尿 市（許可） 天山 天山 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 天山 天山 

農集排汚泥 市（委託） 天山 天山 

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
市（委託） 市（委託） 市（委託） 

ウ 三瀬地区 



 19 

区 分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し   尿 市（許可） 三神 三神 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 三神 三神 

(2) 処理形態（中間処理及び最終処分） 

ア 佐賀地区、諸富町、富士町、川副町及び東与賀町 

区 分 
処  理 方  法 

備   考 
中間処理 最終処分 

し   尿 直営 直営 

焼却後、埋立て 浄化槽汚泥 直営 直営 

農集排汚泥 直営 直営 

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
委託 委託 委託処理施設で堆肥化 

イ 大和町及び久保田町 

区 分 
処  理  方  法 

備   考 
中間処理 最終処分 

し   尿 天山直営 天山直営 

焼却後、堆肥化 浄化槽汚泥 天山直営 天山直営 

農集排汚泥 天山直営 天山直営 

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
委託 委託 委託処理施設で堆肥化 

ウ 三瀬地区 

区 分 
処  理  方  法 

備   考 
中間処理 最終処分 

し   尿 三神直営 三神直営 
脱水汚泥は堆肥化 

し渣は委託処理施設で処理 
浄化槽汚泥 三神直営 三神直営 

(3) 自家処分 

し尿については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１７条の規定に

基づき、生活環境の保全上支障のない方法でなければ、自家処分をしては

ならない。 

５  処理計画 

(1) し尿及び浄化槽汚泥の排出抑制 

し尿及び浄化槽汚泥の排出を公共下水道等の整備により抑制する。 

(2) 収集・運搬計画 
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自ら処分しないし尿等については、一般廃棄物（し尿）処理計画に従い

当該し尿等を適正に処理できるように協力しなければならない。 

し尿等の収集運搬方法、収集地区割は、原則として現行どおりとする。 

ア 収集・運搬 

(ｱ) 佐賀地区、諸富町、富士町、川副町及び東与賀町 

区 分 
収 集 方 法 

備 考 
主体 収集回数 

し   尿 市（委託・許可） 原則として月１回 戸別 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 原則として年１回以上 戸別 

農集排汚泥 市（委託） 随時  

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
市（委託） 随時  

(ｲ) 大和町及び久保田町 

区 分 
収 集 方 法 

備 考 
主体 収集回数 

し   尿 市（許可） 原則として月１回 戸別 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 原則として年１回以上 戸別 

農集排汚泥 市（委託） 随時  

農集排汚泥 

（脱水汚泥） 
市（委託） 随時  

(ｳ) 三瀬地区 

区 分 
収 集 方 法 

備 考 
主体 収集回数 

し   尿 市（許可） 原則として月１回 戸別 

浄化槽汚泥 市（委託・許可） 原則として年１回以上 戸別 

備考 し尿の収集区域は別表１、 

浄化槽汚泥等の収集区域は別表２のとおりとする。 

イ 一般廃棄物（し尿）処理業許可業者の状況 

区 分 許可業者数 許可台数 

し   尿  ９者 ５７台 

（バキューム車、清掃車等） 浄化槽汚泥  ８者 

 ウ 一般廃棄物（し尿）収集運搬業の許可について  

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、既存の許可業者の能力（業者数、許可車

両の能力等）で十分対応できていることから、新規の許可、いわゆる新規参入
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者への許可は今後も引き続き見合わせる。 

 

エ 許可車両の台数について 

下水道の整備等によりし尿等の収集量が減少してきていることから、下水道

の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（合特法）に

基づく合理化事業計画の策定及び実施を継続して行っており、その計画では許

可車両台数の適正化を目標として掲げている。 

現状では、既存の許可業者が所有する能力（車両保有台数等）で十分収集運

搬業務に対応できているため、原則として許可車両の増車は認めない。 

ただし、特段の事情等ある場合は、そのときの状況に応じて判断する。 

(3) 中間処理計画 

ア 処理施設の概要 

(ｱ) 佐賀地区、諸富町、富士町、川副町及び東与賀町 

名 称  佐賀市衛生センター 

所 在 地   佐賀市巨勢町大字牛島５２８番地 

処理能力 ２６０キロリットル／日 

（し尿１７５キロリットル／日、 

浄化槽汚泥８５キロリットル／日） 

処理方法 高負荷脱窒素処理 

放 流 先   公共下水道 

(ｲ) 大和町及び久保田町 

名 称  クリーンセンター天山 

所 在 地   小城市牛津町勝８６１番地 

処理能力 １８０キロリットル／日 

（し尿１６９．４キロリットル／日、 

浄化槽汚泥１０．６キロリットル／日） 

処理方法 標準脱窒素処理方式及び高度処理 

放 流 先   牛津川 

(ｳ) 三瀬地区 

名 称  三神地区汚泥再生処理センター 

所 在 地   神埼市千代田町柳島１２９０番地 

処理能力 １８４キロリットル／日 

（し尿９４キロリットル／日、 

浄化槽汚泥９０キロリットル／日） 

処理方法 膜分離高負荷脱窒素処理及び高度処理 

放 流 先   鯰江川 

イ 関連施設の概要 

(ｱ) 富士地区 
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名 称  富士町し尿・浄化槽中継槽 

所 在 地   佐賀市富士町大字上熊川２０６４番地３地先 

貯 留 量   ６０立方メートル、５０立方メートル 

(ｲ) 三瀬地区 

名 称  三瀬村し尿・浄化槽中継槽 

所 在 地   佐賀市三瀬村杠２９６５番地 

貯 留 量   １００立方メートル、６０立方メートル 

 (4) 最終処分計画 

最終処分場の概要 

(ｱ) 佐賀地区、諸富地区、富士地区、川副地区及び東与賀地区 

名 称  佐賀市一般廃棄物最終処分場 

所 在 地  佐賀市嘉瀬町大字十五新地籠内 

埋立地面積 １４６，４００平方メートル 

全埋立容量 ４５０，９００立方メートル 

残 余 容 量  １２５，４７１立方メートル 

浸出水処理能力  ２００立方メートル／日 

浸出水処理方法  沈砂地＋流入調整槽＋生物処理＋物理処理＋消毒 
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別表１ 

し尿収集運搬許可業者地区割り表 

 

市…佐賀市衛生センター（26-7302） 委託先：昭和メンテナンス（30-7288） 

佐…株式会社 佐賀衛生社（23-7848） 

昭…株式会社 昭和メンテナンス（30-7288） 

朝…有限会社 朝日産業（23-5594） 

神…神代 利勝（33-3939） 

蓮…有限会社 蓮池衛研工業（44-4111） 

ヤ…ヤマトカンキョウ 株式会社（62-0059） 

天…有限会社 天山環境開発工業（66-1356） 

南…株式会社 南部環境衛生センター（45-0536） 

ア  愛敬町…佐  赤松町…昭  朝日町…朝  伊勢町…佐  今宿町…神 

駅前中央一丁目～三丁目…昭  駅南本町…佐 

大財一丁目～六丁目…佐  大財北町…佐  鬼丸町…昭  卸本町…佐 

カ  開成一丁目～六丁目…佐  嘉瀬町…佐   神園一丁目～三丁目…昭 

神園四丁目～六丁目…佐  川副町…南  川原町…佐  北川副町…朝 

木原一丁目～三丁目…朝  金立町大字金立、大字薬師丸…昭 

金立町大字千布のうち金立団地…昭  

金立町大字千布のうち金立団地以外…佐  

久保泉町大字川久保、大字上和泉…佐  久保泉町大字下和泉…神  

久保田町…天  神野西一丁目～四丁目…昭  神野東一丁目～四丁目…昭 

巨勢町…佐  呉服元町…佐  紺屋町…朝  

サ  材木一丁目…昭  材木二丁目…朝  栄町…昭  道祖元町…佐  下田町…佐 

昭栄町…昭  城内一丁目、二丁目…昭  白山一丁目、二丁目…佐 

新栄西一丁目、二丁目…佐  新栄東一丁目～四丁目…佐  新郷本町…朝  

新生町…佐  新中町…佐  末広一丁目、二丁目…佐  成章町…佐  

タ  高木町…昭  高木瀬町…昭  高木瀬団地…昭  高木瀬西一丁目～六丁目…昭 

高木瀬東一丁目～六丁目…昭  田代一丁目、二丁目…朝  

多布施一丁目、二丁目、四丁目…昭  多布施三丁目…朝  中央本町…佐  

天神一丁目…佐  天神二丁目、三丁目…昭  天祐一丁目、二丁目…佐  

天祐団地…佐  唐人一丁目、二丁目…佐  

ナ  中折町…佐  長瀬町…昭  中の小路…佐  中の館町…昭  鍋島町…佐  

鍋島一丁目～六丁目…佐  西魚町…佐  西田代町…佐  

西田代一丁目、二丁目…佐  西与賀町…佐  

ハ  蓮池町…市  八幡小路…佐  八丁畷町…昭  東佐賀町…昭  東与賀町…南  

光一丁目～三丁目…佐  日の出一丁目、二丁目…昭  兵庫町…佐  

兵庫北一丁目～七丁目…佐  兵庫南一丁目～四丁目…佐  富士町…天  

堀川町…佐 

本庄町大字鹿子…佐  本庄町大字末次、大字袋…昭  

本庄町大字正里、大字本庄のうち県道東与賀佐賀線以西…佐  

本庄町大字正里、大字本庄のうち県道東与賀佐賀線以東…昭  

マ  松原一丁目～三丁目…佐  松原四丁目…昭  

水ヶ江一丁目、三丁目、五丁目…佐  水ヶ江二丁目、四丁目、六丁目…朝  

三瀬地区…天  緑小路…佐  南佐賀一丁目～三丁目…朝  諸富町…蓮  

ヤ  八戸一丁目…昭  八戸二丁目…佐  八戸溝一丁目～三丁目…佐  柳町…昭 

大和町…ヤ  与賀町…昭  

ラ  六座町…佐  

ワ  若楠一丁目～三丁目…昭  若宮一丁目、二丁目…朝  若宮三丁目…昭  
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別表２ 

浄化槽汚泥収集運搬許可業者地区割り表 

 

佐…株式会社 佐賀衛生社（23-7848） 

昭…株式会社 昭和メンテナンス（30-7288） 

朝…有限会社 朝日産業（23-5594） 

蓮…有限会社 蓮池衛研工業（44-4111） 

ヤ…ヤマトカンキョウ 株式会社（62-0059） 

天…有限会社 天山環境開発工業（66-1356） 

南…株式会社 南部環境衛生センター（45-0536） 

ア  愛敬町…佐  赤松町…昭  朝日町…朝  伊勢町…佐  今宿町…朝 

駅前中央一丁目～三丁目…昭  駅南本町…佐 

大財一丁目～六丁目…佐  大財北町…佐  鬼丸町…昭  卸本町…佐  

カ  開成一丁目～六丁目…佐  嘉瀬町…佐  神園一丁目～三丁目…昭 

神園四丁目～六丁目…佐  川副町…南  川原町…佐  北川副町…朝 

木原一丁目～三丁目…朝  金立町大字金立、薬師丸…昭 

金立町大字千布のうち金立団地…昭  

金立町大字千布のうち金立団地以外…佐  

久保泉町…佐 

久保田町…天  神野西一丁目～四丁目…昭  神野東一丁目～四丁目…昭  

巨勢町…佐  呉服元町…佐  紺屋町…朝  

サ  材木一丁目…昭  材木二丁目…朝  栄町…昭  道祖元町…佐  下田町…佐  

昭栄町…昭  城内一丁目、二丁目…昭  白山一丁目、二丁目…佐 

新栄西一丁目、二丁目…佐  新栄東一丁目～四丁目…佐  新郷本町…朝  

新生町…佐  新中町…佐  末広一丁目、二丁目…佐  成章町…佐  

タ  高木町…昭  高木瀬町…昭  高木瀬団地…昭  高木瀬西一丁目～六丁目…昭 

高木瀬東一丁目～六丁目…昭  田代一丁目、二丁目…朝  

多布施一丁目、二丁目、四丁目…昭  多布施三丁目…朝  中央本町…佐  

天神一丁目…佐  天神二丁目、三丁目…昭  天祐一丁目、二丁目…佐  

天祐団地…佐  唐人一丁目、二丁目…佐  

ナ  中折町…佐  長瀬町…昭  中の小路…佐  中の館町…昭  鍋島町…佐  

鍋島一丁目～六丁目…佐  西魚町…佐  西田代町…佐  

西田代一丁目、二丁目…佐  西与賀町…佐  

ハ  蓮池町…朝  八幡小路…佐  八丁畷町…昭  東佐賀町…昭  東与賀町…南  

光一丁目～三丁目…佐  日の出一丁目、二丁目…昭  兵庫町…佐  

兵庫北一丁目～七丁目…佐  兵庫南一丁目～四丁目…佐  富士町…天 

堀川町…佐 

本庄町大字鹿子…佐  本庄町大字末次、大字袋…昭  

本庄町大字正里、大字本庄のうち県道東与賀佐賀線以西…佐 

本庄町大字正里、大字本庄のうち県道東与賀佐賀線以東…昭  

マ  松原一丁目～三丁目…佐  松原四丁目…昭  

水ヶ江一丁目、三丁目、五丁目…佐  水ヶ江二丁目、四丁目、六丁目…朝  

三瀬地区…天  緑小路…佐  南佐賀一丁目～三丁目…朝  諸富町…蓮  

ヤ  八戸一丁目…昭  八戸二丁目…佐  八戸溝一丁目～三丁目…佐  柳町…昭 

大和町…ヤ  与賀町…昭  

ラ  六座町…佐  

ワ  若楠一丁目～三丁目…昭  若宮一丁目、二丁目…朝  若宮三丁目…昭  

 

 

 


